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年
法
律
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九
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規
定
に
よ
り
、
医
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助
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た
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の
医
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当
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る
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関
を
次
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お
り
指
定
し
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の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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六
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度
の
行
政
文
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の
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の
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り
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す
る
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１
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

注
１

(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
｡

２
不
開
示
の
計
43件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
36件
で
あ
り
､
不
開
示
の
計

(３
)件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
３
件
で
あ
る
｡

３
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
､
件
数
と
処
理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
｡

実
施

機
関

件
数

処
理

の
状

況
(件
)

開
示

一
部
開
示

不
開
示

却
下

取
下
げ

検
討
中

知
事

413
(
14)

249
(
7)

109
(
5)

29
(
3)

0
16

13

議
会

6
4

1
0

0
1

0

教
育

委
員

会
25
(
1)

4
10
(
1)

11
0

0
0

選
挙
管
理
委
員
会

13
12

1
0

0
0

0

人
事

委
員

会
3

0
3

0
0

0
0

監
査

委
員

4
1

3
0

0
0

0

公
安

委
員

会
1

0
0

1
0

0
0

地
方
労
働
委
員
会

1
1

0
0

0
0

0

収
用

委
員

会
1

1
0

0
0

0
0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

1
1

0
0

0
0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

1
1

0
0

0
0

0

警
察

本
部

長
10
(
3)

0
(
1)

8
(
2)

2
0

0
0

計
479
(
18)

274
(
8)

135
(
8)

43
(
3)

0
17

13
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平
成
十
四
年
度
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
の
公
表

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
度
の
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青 森 県 報������	
�� �� 第2192号�� �

２
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
状
況

注
(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
｡

件
数

処
理

の
状

況
(件
)

認
容

一
部
認
容

棄
却

却
下

取
下
げ

審
理
中

2
(
5)

0
0

0
(
1)

0
0

2
(
4)

１
実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

�
開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
等
の
処
理
の
状
況

イ
書
面
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
の
状
況

注
１

(
)
内
の
数
値
は
､
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
｡

２
不
開
示
の
計
２
件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
２
件
で
あ
り
､
不
開
示
の
計

(１
)件
中
､
開
示
請
求
に
係
る
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
１
件
で
あ
る
｡

実
施

機
関

件
数

処
理

の
状

況
(件
)

開
示

一
部
開
示

不
開
示

却
下

取
下
げ

検
討
中

知
事

65
57

6
2

0
0

0

教
育

委
員

会
9

(
1)

5
3

0
(
1)

0
0

1

計
74
(
1)

62
9

2
(
1)

0
0

1
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土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸

平
原
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
六
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
平
原
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

八
戸
市
庁

階
上
町
役
場

南
郷
村
役
場

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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ロ
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数

�
訂
正
等
の
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
等
の
処
理
の
状
況

訂
正
等
の
請
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
開
示
決
定
等
及
び
訂
正
等
の
決
定
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
処
理
の
状
況

開
示
決
定
等
及
び
訂
正
等
の
決
定
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
は
､
な
か
っ
た
｡

�
是
正
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況

是
正
の
申
出
は
､
な
か
っ
た
｡

�
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況

苦
情
の
申
出
は
､
な
か
っ
た
｡

２
事
業
者
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

�
苦
情
の
申
出
及
び
相
談
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
処
理
の
状
況

苦
情
の
申
出
及
び
相
談
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
に
対
す
る
説
明
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
説
明
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
は
､
な
か
っ
た
｡

�
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
の
件
数

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
は
､
な
か
っ
た
｡

実
施

機
関

件
数

知
事

229

教
育

委
員

会
6,537

人
事

委
員

会
107

計
6,873
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八
戸
平
原
土
地
改
良
区
の
巻
の
下
頭
首
工
管
理
規
程
を
平
成
十
五
年
六
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

巻
の
下
頭
首
工
管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
三
月
二
十
一

日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
か

ん
が
い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ
れ

ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
資
材
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と

す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出

先

機

関

換
地
処
分

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和
田
市
川
原
田
地
区
共
同
施
行
代
表
者
平
舘
賢
一
ほ
か
十
人

か
ら
川
原
田
地
区
の
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報������	
�� �� 第2192号�

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ホ
ラ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
Ｚ
Ｚ
１

株
式
会
社
ま
さ
む
ら
遊
機

〃

Ｃ
Ｒ
ホ
ラ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
Ｖ
Ｘ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ホ
ラ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
Ｖ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ツ
イ
ン
ビ
ジ
ョ
ン
Ｆ
Ｎ

株
式
会
社
大
一
商
会

〃

Ｃ
Ｒ
ツ
イ
ン
ビ
ジ
ョ
ン
Ｆ
Ｔ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
宮
本
武
蔵
Ｍ
Ｂ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
宮
本
武
蔵
Ｍ
Ａ

〃

� �



� �

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

青 森 県 報平成15年６月27日 金曜日 第2192号 �

〃

Ｃ
Ｒ
ト
ロ
ピ
カ
ル
パ
ラ
ダ
イ
ス
Ｓ
Ａ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
宮
本
武
蔵
Ｍ
Ｂ
５

〃

〃

メ
ガ
ト
ン
ザ
ウ
ラ
ー
Ｇ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

メ
ガ
ト
ン
ザ
ウ
ラ
ー
Ｇ
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
メ
ガ
ト
ン
ザ
ウ
ラ
ー

〃

回
胴
式
遊
技
機

ヨ
シ
ム
ネ

株
式
会
社
大
都
技
研

〃

バ
ン
カ
ー
ナ
イ
ン

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク

〃

ド
ロ
ン
ジ
ョ
ニ
オ
マ
カ
セ

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

〃

シ
マ
ム
ス
メ

〃

� �


